
柏市危険コンクリートブロック塀等
除却工事費補助金のご案内

◆◆ 危険コンクリートブロック塀等の除却工事費 ◆◆

の一部を補助いたします

地震によるコンクリートブロック塀等の倒壊を未然に防止するために，市民の皆様が所有
する危険コンクリートブロック塀等の除却工事を行う場合に，その工事費用の一部を柏市が
補助します。

この補助金を受ける場合は，以下のとおり柏市への事前相談が必要となります。既に除却工事の
契約をしていたり，工事が完了した後に補助金の交付申請はできませんのでご注意ください。

■ 事前相談

■ 対象となる危険コンクリートブロック塀等

■ 補助対象者（申請者）

■ 補助金の額・受付予定件数

■ 補助金交付申請の受付期間

■お問い合わせ

除却を予定されるコンクリートブロック塀等が補助金の申請対象となるか職員が現地調査※1

等により確認しますので，事前のご相談が必要となります。詳しくは，下記までお問い

合わせください。

※1倒壊の危険性等を判断するものではありません。

コンクリートブロック塀等※2で，次のすべてに該当するものが対象となります。

ア 道路または敷地からの高さが，原則として１．２ｍを超えるもの

イ 建築基準法上の道路等および通学路に面して設置されているもの※3

※2 コンクリートブロック造，石造，レンガ造，その他組積造による塀及びこれらの基礎のことをいいます。

※3 イ以外の隣地との境界等に設置されたものは対象になりません。

☆上記の条件に該当するコンクリートブロック塀等であっても対象とならない場合があります。

危険コンクリートブロック塀等を所有し，次のすべてに該当する方を対象とします。
ア 市税を滞納していない。
イ 既に除却工事費補助金の交付を受けていない（共有の場合は，共有者も既に除
却工事費補助金の交付を受けていない）。
ウ 共有の場合は，共有者の同意・委任を受けている（委任状が必要）。
エ 販売を目的とした除却工事ではない。

除却工事に要する経費の合計額と危険コンクリートブロック塀等の長さに１ｍ当たり
１０，０００円を乗じて得た額とのいずれか低い額。ただし，補助金は次の額を上限と
し，１，０００円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とします。受付予定件
数は２０件です。
・道路等に面した危険コンクリートブロック塀等：１０万円
・通学路に面した危険コンクリートブロック塀等：２０万円

令和５年５月８日（月） ～ 令和５年１１月３０日（木）

※事前相談や必要書類の準備をいただく際などには一定の期間が必要ですので，余裕を

もった日程によるお手続等にご協力をお願いいたします。

柏市都市部建築指導課 電話 04-7167-1145（直通）




